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山 口 大 学  産 学 公 連 携 ・ 創 業 支 援 機 構     
ビ ジ ネ ス ･ イ ン キ ュ ベ ー シ ョ ン 施 設 ≪ Y U B I S ≫  

 

創業・起業関連情報 

 

 ・事業計画書に記載する事項 

 

 ・特許を取得するための料金には減免制度があります 

  

 ・合資会社・有限会社・株式会社はここが違う 

 

  

 YUBISからのご案内、創業・起業に関する情報を、毎月、お知らせ

します。ご活用ください。 

   事業計画書に記入する項目 

             内容は「魅力と根拠」 

            表現は「簡潔と平易」    が大事！ 

「ニッポンの起業家図鑑」を参考に作成 

事業計画書には、 

  ｢何を､何故、誰に、どんな市場で、どんな特徴で、どのように知らせ、  

  どのように提供するのか。それは、何時、誰と、どんな方法で、 

  どの位の金額を用いて、どの位の金額を目指して行うのか。」 

を記載します。 

 わかりやすく書くこと。明瞭かつ簡潔が鉄則。 

事業プラン名 

事業計画書作成の目的 

サマリー（事業プランの要約） 

目 次 

事業内容 商品・サービス 業種・業態 事業目的・理念 顧客ターゲット 

市場環境 市場規模 市場の成長性 市場の特色 競合状況 

競合優位性 品質・性能面 コスト面 立地条件面 特許・契約面 

市場アクセス 価格戦略 コミュニケーション戦略 流通・販売戦略 対価の回収の仕組み 

経営プラン 仕入れ・生産計画 人員・組織計画 成長・拡大計画 タイムスケジュール 

リスクと解決策 想定されるリスク 対処方法 

資金計画 収支予測 

       開業初年度 ２～５年後 

売上高        万円        万円 

売上原価       万円        万円 

経費         万円        万円 

損益合計        万円        万円 

必要資金 

物件取得費       万円 

設備資金        万円 

仕入れ         万円 

運転資金        万円 

合計         万円 

調達方法 

自己資金        万円 

出資金         万円 

借入金         万円 

その他            万円 

合計              万円 

創業スタッフプロフィール 
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表１ 

     業種毎の従業員数の基準 
 

●製造業、建設業、運輸業その他の業種 ３００人 

●小売業  ５０人 

●卸売業、サービス業（ソフトウェア業、情報処理  

     サービス業、旅館業を除く）      

                   １００人 

●旅館業  ２００人 

●ゴム製品製造業（自動車航空機用タイヤ・チュー  

 ブ製造業、工業用ベルト製造業を除く）   

                   ９００人 

表２ 

  業種毎の資本の額（又は出資の総額）の基準 
 

●製造業、建設業、運輸業その他の業種 ３億円 

●小売業、サービス業（ソフトウェア業、情報処理 

 サービス業、旅館業を除く）    ５千万円 

●卸売業  １億円 

  研究開発要件（次のいずれかを満たす者） 
 

●試験研究費等比率が収入金額の３％超の者 

    事業開始後２６月以内で試験研究費等比率 

    を算定できない場合は、常勤の研究者数が  

    ２人以上であり、当該研究者数が常勤の 

    役員及び従業員の数の合計の１／１０以上 

●次の３法のいずれかの認定事業等に関連した出願 

 を行う者 

   ◆中小企業の創造的事業活動の促進に関する 

    臨時措置法における認定事業 

   ◆新事業創出促進法に基づく中小企業技術革 

    新制度（ＳＢＩＲ）の補助金等交付事業 

   ◆中小企業経営革新支援法の承認計画におけ  

    る技術開発に関する研究開発事業 

対象となる研究開発型中小企業 

個人事業主 

①及び②の要件を

満たす発明者

（個人事業主が発

明者本人） 

①従業員数が表１ 

 の人数以下 

②研究開発要件を  

 満たしている 

 

従業者がした職務発明を予め承継した

使用者（個人事業主で①～④の全ての 

要件を満たす者 

  ①その発明が職務発明 

  ②その職務発明を予め承継した 

   個人事業主 

  ③従業員数が表１の人数以下  

  ④研究開発要件を満たしている  

 会  社 

①～④の全ての要件を満たす会社 

 ①その発明が職務発明 

 ②その職務発明を予め承継した会社 

 ③研究開発要件を満たしている 

 ④資本の額又は出資の総額が表２の額以下 

  または、従業員数が表１の人数以下 

事業協同組合等 

①～④の全ての要件を満たす事業協同組合等 

 ①その発明が職務発明 

 ②その職務発明を予め承継した組合等 

 ③研究開発要件を満たしている 

 ④次の組合等 

  事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、  

  企業組合、協業組合、商工組合、商工組合連合会等 

活用しよう！ 

 特許を取得するための料金には減免制度があります 

     《研究開発型中小企業の場合》 

出願 

審査請求 

 審査 
  ↓ 

特許査定 

設定登録 

出願料 

審査請求手数料 

特許料 

半額軽減 

１年～３年目 

半額軽減 

出願して３年以内に審査請求 

特許料を支払って初めて特許権が取れる 

申 請 人 

経済産業局等 

特 許 庁 

①     

② 
軽減申請書 

＋添付書類 

確認書

交付 

出
願
審
査
請
求
書 

ま
た
は 

特
許
料
納
付
書 

確認 

書番号

記載 

③ 
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 活用しよう！ 
 

 特許を取得するための料金には減免制度があります 

 
資力に乏しい個人 

 

①～③のいずれかの要件に該当する個人

（発明者又はその相続人） 

 ①生活保護を受けている 

 ②市町村民税が課されていない 

 ③所得税が課されていない 

 特許料（第１年～第３年） 

        ①②は免除 

        ③は３年間猶予 

 審査請求書  ①②は免除 

        ③は半額軽減 

アカデミックディスカウント 

次の要件を満たす国公私立の大学、

高等専門学校、大学共同利用機関の研究者 

 ○その発明が職務発明 

 特許料（第１年～第３年） 

         半額軽減 

 審査請求書     半額軽減 

 

①及び②の要件を満たす公立又は私立の大学、

高等専門学校 

 ①その発明が職務発明 

 ②その職務発明を予め承継した大学 

公設試験研究機関 

 

①～④の全ての要件を満たす者 

 ①地方自治体に設置された機関 

 ②その機関の業務として試験研究を行って 

  いる 

 ③その発明が職務発明 

 ④その職務発明を地方自治体が承継している 

 特許料（第１年～第３年） 

         半額軽減 

 審査請求書   半額軽減 

資力に乏しい法人 

①～⑥の全ての要件を満たす法人 

 ①その発明が職務発明 

 ②その職務発明を予め承継した法人 

 ③資本の額又は出資の総額が３億円以下 

 ④設立５年以内 

    ※平成１６年４月１日以降の料金  

     納付から、設立１０年以内 

 ⑤法人税が課されていない 

 ⑥支配法人がない 

 特許料（第１年～第３年） 

        ３年間猶予 

 審査請求書   半額軽減 

技術移転機関（ＴＬＯ） 

 

次の要件を満たす承認ＴＬＯ

（私立大学等における研究成果 

           を扱う承認事業者） 

 ○技術移転事業の実施に係る出願 

 特許料（第１年～第３年） 

         半額軽減 

 審査請求書    半額軽減 

地方独立行政法人 

 

①～④の全ての要件を満たす者 

 ①地方独立行政法人法第２条第１項に規定 

  する地方独立行政法人 

 ②その法人の業務として試験研究を行って 

  いる 

 ③その発明が職務発明 

 ④その職務発明を法人が承継している 

 特許料（第１年～第３年） 

        半額軽減 

 審査請求書  半額軽減 
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    発 行  山口大学「YUBIS」事務局 

   連絡先  〒７５５－８６１１  宇部市常盤台２丁目１６－１ 
   電 話  ０８３６－８５－９９７２ （FAX兼用） 

   e-mail  yubis@ml.crc.yamaguchi-u.ac.jp 

    ＵＲＬ  http://www.crc.yamaguchi-u.ac.jp/yubis/ 

規制なし 

「確認の場合」とは、 

最低資本金規制の特例を受けた会

社のこと 

「社員」とは、出資者のこと 

会社形態を選択する際のポイントは、 

事業の内容、規模、将来ビジョン。 

 特に、どの程度の期間で、   

    どの程度の資金を動かす事業が 

    重要基準。 

 ◆多額の資金や短期間での資金投下を必要 

  としない事業なら、株式会社にする必要 

  はない 

 ◆手持ち資金が不足していても、上場など 

  を目指すのであれば、株式会社を検討す 

  べき 

必要ない 必要ない 決算期毎に行う 

無限責任社員全

員の同意がなけ

ればできない 

社員間では自

由。社員外へは

社員総会の承認

が必要になる。 

原則として自由

（定款で定めれ

ば制限可能） 

全社員の同意に

より、合名会社

に変更できる 

社員総会の特別

決議により株式

会社に変更でき

る 

確認の場合 

設立５年以内に

最低資本金に増

資できない場

合、合名会社ま

たは合資会社に

変更できる 

株主総会の決

議により有限

会社に変更で

きる 

 

確認の場合 

設立５年以内

に最低資本金

に増資できな

い場合、合名

会社または合

資会社に変更

できる。但

し、純資産が

３００万円以

上ある場合は

株主総会の決

議により、有

限会社に変更

できる 

決算の 

公告 

出資分の

譲渡 

組織変更 

無限責任社員 社員総会 株主総会 

労務や信用 

でも可 

現金、現物のみ 現金、現物のみ 

無限責任社員；

無制限。有限責

任社員；出資額

の範囲。 

出資額の範囲内 株式の引受金額

が限度 

必要ない １人以上 ３人以上 

必要ない いなくてもよい １人以上 

必要ない いなくてもよい １人以上 

必要ない 省略できる 開催しなけれ

ばならない 

制限なし 制限なし 取締役；原則２ 

    年以下 

監査役；原則４ 

    年以下 

必要ない 総社員の同意が

あれば書面でも

よい 

開催しなければ

ならない 

３００万円 

 

確認の場合 

設立時は規制な

し。 

設立後５年以内

に最低資本金以

上に増資する 

１０００万円 

 

確認の場合 

設立時は規制

なし。 

設立後５年以

内に最低資本

金以上に増資

する 

２人以上（無限

責任社員１人以

上、有限責任社

員１人以上）無

制限 

１人以上原則 

５０人まで 
発起設立 

  １人以上 

  無制限 

募集設立 

  ２人以上 

  無制限 

最高決議

機関 

取締役会 

役員の 

任期 

総会 

出資の 

内容 

出資者の

責任範囲 

取締役 

監査役 

代表 

取締役 

最低 

資本金 

出資者 

合資会社 有限会社 株式会社 合資会社 有限会社 株式会社 

 

合資会社、有限会社、株式会社はここが違う 

「ニッポンの起業家図鑑」を参考に作成 


